


令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区愛知地区　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：旧愛知小学校
　　　　　　　　　　　（Tel.なし）

位 置 図（図の上位が北を示す）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

旧愛知小学校へ

Ⅱ-26-0560

片桐の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

土石流

Ⅱ-26-0550

大口の沢

土石流

Ⅱ-26-0560

片桐の沢

Ⅱ-26-0550

大口の沢

資23-15



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区二俣地区　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：旧二俣小学校（Tel.なし）
　　　　　　　若松基幹集落センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-85-1095）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

若松基幹集落センターへ

Ⅱ-26-0320

近藤八四郎の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

地すべり

<2>-2-4

二俣

土石流

Ⅱ-26-0320

近藤八四郎の沢

<2>-2-4

二俣

旧二俣小学校へ

資23-16



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区共和　秦野の沢　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：生渕生活改善センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-86-0459）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

生渕生活改善センターへ

Ⅱ-26-0350

泰野の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

土石流

Ⅱ-26-0350

泰野の沢

資23-17



： せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区栄　佐々木の沢　土砂災害ハザードマップ
令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：栄生活会館
　　　　　　　　　　　（Tel.なし）

作 成 年 月 ： 令和４年２月

発 行 元

●避難指示等があった場合は、速やかにその

指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で

避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具

のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお

きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、

あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域にお住まいの方は、大雨のときには警戒
避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

栄生活会館へ

土石流

Ⅱ-26-0570

佐々木の沢

Ⅱ-26-0570

佐々木の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

資23-18



： せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区栄地区　土砂災害ハザードマップ
令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：栄生活会館
　　　　　　　　　　　（Tel.なし）

作 成 年 月 ： 令和４年２月

発 行 元

●避難指示等があった場合は、速やかにその

指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で

避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具

のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお

きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、

あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

栄生活会館へ

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2-363-1146

北檜山栄1

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2-364-1147

北檜山栄2

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2-365-1148

北檜山栄3

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2-366-1149

北檜山栄4土石流

Ⅱ-26-0610

山田の沢

土石流

Ⅱ-26-0600

加藤の沢

土石流

Ⅰ-26-0580

ホテルリージョンの沢

土石流

Ⅱ-26-0590

両坂の沢

栄生活会館

Ⅰ-26-0580

ホテルリージョンの沢

Ⅱ-26-0590

両坂の沢

Ⅱ-2-366-1149

北檜山栄4
Ⅱ-2-365-1148

北檜山栄3

Ⅱ-26-0600

加藤の沢
Ⅱ-2-363-1146

北檜山栄1

Ⅱ-2-364-1147

北檜山栄2

Ⅱ-26-0610

山田の沢

資23-19



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区若松　青木の沢・西川の沢　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：若松基幹集落センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-85-1095）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

若松基幹集落センターへ

Ⅱ-26-0620

青木の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

土石流

Ⅱ-26-0630

西川の沢

土石流

Ⅱ-26-0620

青木の沢

Ⅱ-26-0630

西川の沢

資23-20



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区若松　泉沢川　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：若松基幹集落センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-85-1095）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

若松基幹集落センターへ

Ⅰ-26-0660

泉沢川

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

土石流

Ⅰ-26-0660

泉沢川

資23-21



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区小川地区　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：小川生活改善センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-86-0453）
　　　　　　　若松基幹集落センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-85-1095）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

小川生活改善センターへ

2-18-141

学校の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

地すべり

2-18-141

学校の沢

<3>-2-371-369-0001

信香台若松基幹集落センターへ

地すべり

<3>-2-371-369-0001

信香台

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

資23-22



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

作 成 年 月 ：

発 行 元

せたな町北檜山区　北檜山西丹羽・菅野の沢・若狭の沢　土砂災害ハザードマップ
令和４年１月に「若狭の沢」が土砂災害警戒区域に指定されました！　※平成３１年２月に「北檜山西丹羽・菅野の沢」が指定されています。 ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場 総務課 （Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局 函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　  （Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：丹羽活性化センター
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5211）
　　　　　　　せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

避難先：丹羽活性化センター

（緊急時：せたな町民ふれあいプラザ）

土石流

Ⅱ-26-0910

菅野の沢

土石流

Ⅱ-26-0920

若狭の沢

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

丹羽活性化センター

Ⅱ-2-370-1153

北檜山西丹羽

Ⅱ-26-0910

菅野の沢

Ⅱ-26-0920

若狭の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-2-370-1153

北檜山西丹羽

資23-23



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区松岡　矢渕　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：真駒内ダム公園休憩所
　　　　　　　　　　　（Tel.なし）

位 置 図（図の上位が北を示す）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

※土砂災害警戒区域の近くにお住まいの方は、大雨のときに
は警戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

真駒内ダム公園休憩所へ

2-17-140

矢渕

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

地すべり

2-17-140

矢渕

資23-24



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区西丹羽　荷卸松沢・荷卸松の沢　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に「荷卸松沢」が土砂災害警戒区域に指定されました！　※平成３１年２月に「荷卸松の沢」が指定されています。 ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場 総務課 （Tel.0137-84-5111)
　○渡島総合振興局 函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　  （Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：丹羽活性化センター
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5211）
　　　　　　　せたな町民ふれあいプラザ
　　　　　　　　　　　　（Tel.0137-84-5563）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

避難先：丹羽活性化センター

（緊急時：せたな町民ふれあいプラザ）

Ⅱ-26-0940

荷卸松沢

土石流

Ⅱ-26-0930

荷卸松の沢
土石流

Ⅱ-26-0940

荷卸松沢

Ⅱ-26-0930

荷卸松の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

資23-25



令和４年２月

せたな町役場　総務課

【土砂災害に関するお問い合わせ】
　渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）

せたな町北檜山区共和　山崎の沢　土砂災害ハザードマップ 作 成 年 月 ：

発 行 元令和４年１月に土砂災害警戒区域に指定されました！ ：

位 置 図（図の上位が北を示す）

【緊急連絡先】
　○せたな町役場総務課（Tel.0137-84-5111)

　○渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所
　　　　　 　　　 　　（Tel.0137-82-0309）
　○避難場所：生渕生活改善センター
　　　　　　　　　　　（Tel.0137-86-0459）

●避難指示等があった場合は、速やかにその
指示に従いましょう。

●隣近所の人たちに声を掛け合って、集団で
避難しましょう。

●避難する前にガスの元栓は閉め、電気器具
のスイッチ、電気のブレーカーを切ってお
きましょう。

●テレビ、ラジオなどの災害情報をよく聞き、
あわてず落ち着いて行動しましょう。

次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起こる可能性があります。
直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。

山鳴りがする 雨が降り続いて

いるのに川の水
位が下がる

川の流れが濁り

流水が混ざりは
じめる

小石がバラバラ

落ちてくる

地面にひび割れ

ができる

斜面から水がふ

き出す

土砂災害警戒区域等に指定されると・・・・・

○黄色で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害
が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるお
それのある区域」です。

○赤色で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂
災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。

※土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨のときには警
戒避難が必要となりますので注意してください。

※また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生す
る可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜
面や渓流、避難場所などをよく確認しましょう。

生渕生活改善センターへ

Ⅱ-26-0370

山崎の沢

土石流

Ⅱ-26-0370

山崎の沢

項　　目 記号

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

避難場所

主要な避難経路

生渕生活改善センター

資23-26


